
生駒市条例第５号 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２０年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の２の項中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２第１項若し

くは第３項から第５項まで」を加え、同表の２の２の項中「第１１７条の４第１

項」を「第１２０条第１項」に改め、同表の３の項中「第１０条第１項」の次に

「又は第１０条の２第１項若しくは第３項から第５項まで」を加え、同表の４の

項中「第１２条の２第１項」を「第１２条の２において準用する同法第１０条第

１項又は第１０条の２第１項若しくは第３項から第５項まで」に改め、同表の４

の２の項中「第１１７条の４第１項」を「第１２０条第１項」に改め、同表の５

の項中「第１２条の２第１項」を「第１２条の２において準用する同法第１０条

第１項又は第１０条の２第１項若しくは第３項から第５項まで」に改め、同表の

１６の項中「若しくは第２項又は第１２条の２第１項」を「、第１２条の３第１

項若しくは第２項又は第１２条の４第１項」に改め、同表の１７の項中「第２０

条第１項」の次に「、第３項又は第４項」を加え、同表の１８の項中「又は第２

項」を「又は第１２条の３第１項若しくは第２項」に改める。 

附 則 

 この条例中別表第１の２の項から５の項までの改正規定は戸籍法の一部を改正

する法律（平成１９年法律第３５号）の施行の日から、その他の改正規定は住民

基本台帳法の一部を改正する法律（平成１９年法律第７５号）の施行の日から施



行する。 


